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いつかためになる

法 律 知 識
Vol.4
相 続

弁護士　井
産業・賠償対

（所属：第二東

原発賠償に関して知っておきたい大事なポイントの解

説と、日々の生活で問題が起きた際に迷わず対応するた

めの予備知識をお伝えしていくコーナーです。

今回は相続で注意すべきことをお伝えします。

相続とは、死者（被相続人）の財産を誰かに継がせる

ための制度です。被相続人が生前に有効な遺言書を残し

ていれば、原則として遺言書のとおりに継がせることに

なります。遺言書を作成していないなどの場合には、話

し合って配分を決めてもいいですし、法定相続分どおり

に分割することもできます。

注意しなければならないのは、マイナスの財産、つま

り借金なども相続しなければなりません。

特に注意しなければならないのは、被相続人が保証人

になっていた場合です。被相続人から何も聞かされてお

らず、借主（主債務者）が破産するなどしたことで保証

人（被相続人）に請求が来て初めて知ったというのも珍

しいことではありません。その場合に、「知らなかった」

で通らないこともあるのです。
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